
法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

202 Ａ　権限
移譲

その他 永住者に係る在留
カードの交付事務権
限の国から市町村へ
の移譲

特別永住者証明書については、
居住地の市町村長を経由して交
付するとされているが、在留期間
が無期限である永住者に対する
在留カードの交付についても、居
住地の市町村長を経由して行う
こととする。

【制度改正の経緯】
　「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が可決・成立し、平成21年７月15日公
布、平成24年７月９日に施行された。ここで、新しい在留管理制度が導入され、永住者については、
以前の外国人登録証明書では市町村の窓口で手続できたものが、在留カードに切り替わること
で、法務省入国管理局で行う必要が生じた。
【支障事例】
　従前、市町村窓口で手続が行えていたものが、在留カードに切り替わり、所要の手続について法
務省入国管理局で行う必要が生じることで、身近な市町村窓口より遠方にある施設への移動等手
続に要する手間が増え支障となっている。
【制度改正の必要性】
　在留期間が無期限である永住者については、再入国許可申請等以外は法務省入国管理局へ行
く機会が少なく、より身近な居住地の市町村で在留カードの交付ができるようにすることで、移動等
に要する手間等を解消でき、永住者である市民の利便性向上が期待できる。なお、川崎市におい
ては、 平成26年12月末現在、外国人人口約３万人のうち約３割を占める永住者が恩恵を受けるこ
とが想定される。
【懸念の解消策】
　懸念は特段想定されない。

出入国管理及び難民
認定法第19条の3

法務省 川崎市

301 Ｂ　地方
に対す
る規制
緩和

医療・福
祉

生活保護法に基づく
費用返還請求権及び
費用徴収権の破産法
上における非免責債
権化等

　生活保護法第６３条に基づく費
用返還請求権及び同法第７８条
に基づく費用徴収権を、破産法
第２５３条において非免責債権と
して明記するか、若しくは破産法
第１６３条第３項に規定する偏頗
行為の否認の例外として明記す
るなどの改正を求める。

【制度改正の必要性】
　資産を有しながらも破産が予測されるような状態にある者から保護申請があったとしても、直ちに
保護を実施すべき急迫した事由がある場合には、必要な保護を行うことが、現行制度上、実施機
関に求められる。このような状況で保護を受けた場合、保護の補足性が適用されないとすると、受
給者間での不平等・不合理な状況が生じることとなり、生活保護法の適正な運用が困難となること
が懸念される。
【支障事例】
　本市においては、生活保護受給開始後に自己破産した被保護者から生活保護法第６３条の費用
償還を受けたことが、破産法に規定する債権者平等の原則を害するもの（偏頗行為）であると提訴
され、東京高裁において本市の敗訴が確定し、全額を破産管財人へ返還する事案があった。

破産法第１６３条第３
項及び第２５３条
生活保護法第６３条及
び第７８条

法務省、厚生労働省 千葉市

制度の所管・関係府省
庁
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